
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
四
号

建
築
動
態
統
計
調
査
規
則

統
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一

号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
き
、
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
建
築
着
工
統
計
調
査
（
第
一
条―

第
十
三
条
）

第
二
章
　
建
築
物
滅
失
統
計
調
査
（
第
十
四
条―

第
二
十
六
条
）

附
則

第
一
章
　
建
築
着
工
統
計
調
査

（
着
工
調
査
の
目
的
）

第
一
条
　
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
建
築
着
工
統

計
を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
「
着
工
調
査
」
と
い
う
。
）
は
、
全
国
に
お
け
る
建
築
物
の
建
設
の
着
工
動

態
を
明
ら
か
に
し
、
建
築
及
び
住
宅
に
関
す
る
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条
　
こ
の
章
で
「
建
築
物
」
と
は
、
建
築
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
も
の

を
い
う
。

２
　
こ
の
章
で
「
住
宅
」
と
は
、
家
計
を
営
む
者
が
、
独
立
し
て
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
備
さ
れ
た
一

棟
若
し
く
は
数
棟
の
建
築
物
又
は
区
画
さ
れ
た
そ
の
一
部
を
い
う
。

（
着
工
調
査
の
区
分
）

第
三
条
　
着
工
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
調
査
区
分
に
よ
り
行
う
。

一
　
建
築
物
着
工
統
計
調
査

二
　
住
宅
着
工
統
計
調
査

三
　
建
築
工
事
費
調
査

（
着
工
調
査
の
範
囲
）

第
四
条
　
建
築
物
着
工
統
計
調
査
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届

出
に
係
る
建
築
物
に
つ
い
て
行
う
。

２
　
住
宅
着
工
統
計
調
査
は
、
前
項
の
建
築
物
の
う
ち
住
宅
に
つ
い
て
行
う
。

３
　
建
築
工
事
費
調
査
は
、
第
一
項
の
建
築
物
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
標
本
抽
出
方
法
に
よ
り
、
国
土
交

通
大
臣
が
毎
月
抽
出
し
た
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

（
着
工
調
査
の
時
期
）

第
五
条
　
建
築
物
着
工
統
計
調
査
及
び
住
宅
着
工
統
計
調
査
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
を
建

築
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
（
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
確
認

を
受
け
、
又
は
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
法
第
六
条
第
四
項
若
し
く
は
第
六
条
の
二
第

五
項
又
は
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
し
、
若
し
く
は
提
出
を
受
け
、
又
は
確
認
済
証
を
交
付
し
た
と

き
）
に
行
う
。

２
　
建
築
工
事
費
調
査
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
抽
出
し
た
建
築
物
の
建
築
の
工
事
が
完
了
し
た
日
現
在
に

よ
っ
て
行
う
。

（
着
工
調
査
の
調
査
事
項
）

第
六
条
　
着
工
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
建
築
物
着
工
統
計
調
査

（一）
　
着
工
予
定
期
日

（二）
　
工
事
の
予
定
期
間

（三）
　
敷
地
の
位
置

（四）
　
建
築
主

（五）
　
工
事
種
別

（六）
　
工
事
部
分
の
構
造

（七）
　
建
築
物
の
用
途

（八）
　
建
築
物
の
数

（九）
　
新
築
工
事
の
場
合
に
お
け
る
階
数
（
地
上
の
階
数
、
地
下
の
階
数
の
別
）

（十）
　
新
築
工
事
の
場
合
に
お
け
る
敷
地
面
積

（十一）
　
工
事
部
分
の
床
面
積
の
合
計

（十二）
　
建
築
工
事
費
予
定
額

二
　
住
宅
着
工
統
計
調
査

（一）
　
着
工
予
定
期
日

（二）
　
工
事
の
予
定
期
間

（三）
　
敷
地
の
位
置

（四）
　
新
設
又
は
そ
の
他
の
別

（五）
　
工
事
部
分
の
構
造
（
木
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
ブ
ロ
ツ
ク
造
、
そ
の
他
の
別
）

（六）
　
住
宅
の
建
築
工
法
（
在
来
工
法
、
プ
レ
ハ
ブ
工
法
、
枠
組
壁
工
法
の
別
）

（七）
　
住
宅
の
種
類
（
専
用
住
宅
、
併
用
住
宅
、
そ
の
他
の
住
宅
の
別
）

（八）
　
住
宅
の
建
て
方
（
一
戸
建
住
宅
、
長
屋
建
住
宅
、
共
同
住
宅
の
別
）

（九）
　
利
用
関
係
（
持
家
、
貸
家
、
給
与
住
宅
、
分
譲
住
宅
の
別
）

（十）
　
住
宅
の
戸
数

（十一）
　
工
事
部
分
の
床
面
積
の
合
計

（十二）
　
新
設
住
宅
の
資
金
（
民
間
資
金
住
宅
、
公
営
住
宅
、
住
宅
金
融
支
援
機
構
住
宅
、
都
市
再
生
機
構
住
宅
、

そ
の
他
の
別
）

（十三）
　
建
築
を
伴
う
除
却
住
宅
戸
数

（十四）
　
建
築
を
伴
う
除
却
住
宅
の
利
用
関
係
（
持
家
、
貸
家
、
給
与
住
宅
の
別
）

三
　
建
築
工
事
費
調
査

（一）
　
工
事
の
変
更

（二）
　
着
工
日

（三）
　
工
事
の
完
了
日

（四）
　
実
施
床
面
積

（五）
　
工
事
実
施
額

（
着
工
調
査
に
係
る
調
査
票
の
作
成
及
び
送
付
）

第
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
に
基

づ
い
て
、
別
記
第
一
号
様
式
の
調
査
票
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁

的
記
録
を
含
む
。
次
項
及
び
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
届
出
に
係
る
建
築
基

準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
別
記
第
四
十
号
様
式
に
記
載
さ
れ
た
着
工
予
定
期
日

1



（
以
下
単
に
「
着
工
予
定
期
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
ご
と
に
作
成
し
、
こ
れ
を
翌
月
十
三
日
ま
で
に
到
達
す

る
よ
う
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
調
査
票
の
送
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
調
査
票
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
都
道
府

県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
国
土
交
通
大
臣
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
国
土
交
通
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
を
も
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
　
削
除

第
九
条
　
建
築
物
（
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
抽
出
し
た
建
築
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
工
事
施
工
者
は
、
当
該
建
築
物
に
つ
い
て
別
記
第
二
号
様
式
の
調
査
票
（
そ
の
作

成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
及
び
第
三

項
、
第
十
二
条
並
び
に
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
十
三
日
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
当
該
建
築
物
の
建
築
の
工
事
が
完
了
し
た
場
合
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該
工
事
が
完
了
し

た
日

二
　
当
該
建
築
物
の
建
築
の
工
事
が
着
工
予
定
期
日
か
ら
一
年
以
内
に
中
止
さ
れ
た
場
合
　
当
該
工
事
が
中
止
さ

れ
た
日

三
　
当
該
建
築
物
の
建
築
の
工
事
が
着
工
予
定
期
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
て
も
着
手
さ
れ
な
い
場
合
　
当
該
着
工

予
定
期
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日

２
　
建
築
物
の
工
事
施
工
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
建

築
物
に
つ
い
て
同
項
の
調
査
票
を
作
成
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
以

後
四
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
当
該
建
築
物
の
建
築
の
工
事
が
着
工
予
定
期
日
か
ら
三
月
以
内
に
完
了
し
た
場
合
　
当
該
工
事
が
完
了
し

た
日

二
　
当
該
建
築
物
の
建
築
の
工
事
が
着
工
予
定
期
日
か
ら
三
月
以
内
に
中
止
さ
れ
た
場
合
　
当
該
工
事
が
中
止
さ

れ
た
日

３
　
前
二
項
の
調
査
票
の
送
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
調
査
票
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
前
二

項
の
工
事
施
工
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
国
土
交
通
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回

線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信

さ
れ
、
国
土
交
通
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

を
も
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
　
削
除

（
着
工
調
査
に
係
る
結
果
の
公
表
）

第
十
一
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受
け
た
調
査
票
に
基
づ
い
て
、
毎
月
分
に
つ
い
て

全
国
の
集
計
を
翌
月
末
日
ま
で
に
行
い
、
そ
の
集
計
結
果
を
、
速
や
か
に
、
定
期
の
刊
行
物
に
掲
載
す
る
等
の
方

法
に
よ
り
公
表
す
る
。

第
十
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
七
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受
け
た
調
査
票
に
基
づ
い
て
、
毎

年
、
年
次
建
築
動
態
統
計
表
を
作
成
し
て
翌
年
九
月
末
日
ま
で
に
公
表
す
る
。

（
着
工
調
査
に
係
る
関
係
書
類
の
保
存
）

第
十
三
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
七
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受
け
た
調
査
票
、
第
十
一
条
に
規
定

す
る
集
計
結
果
並
び
に
前
条
に
規
定
す
る
年
次
建
築
動
態
統
計
表
（
こ
の
条
に
お
い
て
「
関
係
書
類
」
と
総
称
す

る
。
）
を
、
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
関
係
書
類
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
永
年
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
　
建
築
物
滅
失
統
計
調
査

（
滅
失
調
査
の
目
的
）

第
十
四
条
　
建
築
物
滅
失
統
計
調
査
（
以
下
「
滅
失
調
査
」
と
い
う
。
）
は
、
建
築
物
の
滅
失
動
態
を
明
ら
か
に
し
、

建
築
及
び
住
宅
に
関
す
る
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
十
五
条
　
こ
の
章
で
「
建
築
物
」
及
び
「
住
宅
」
と
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

（
滅
失
調
査
の
区
分
）

第
十
六
条
　
滅
失
調
査
は
、
左
に
掲
げ
る
調
査
区
分
に
よ
つ
て
行
う
。

一
　
建
築
物
除
却
統
計
調
査

二
　
建
築
物
災
害
統
計
調
査

（
災
害
報
告
の
手
続
）

第
十
七
条
　
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
に
よ
る
滅
失
又
は
損
壊
の
報
告
（
以
下
「
災
害
報
告
」
と
い

う
。
）
は
、
毎
月
分
に
つ
き
取
り
ま
と
め
翌
月
五
日
ま
で
に
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
り
行
う
。

２
　
災
害
報
告
に
お
い
て
補
正
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
翌
月
末
日
ま
で
に
、
別
記
第
三
号
様
式
に
「
災
害

補
正
」
と
明
記
し
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
滅
失
調
査
の
範
囲
）

第
十
八
条
　
建
築
物
除
却
統
計
調
査
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
を
除
却
し
よ
う
と
す
る
旨
の

届
出
（
以
下
「
除
却
の
届
出
」
と
い
う
。
）
に
係
る
建
築
物
に
つ
い
て
行
う
。

２
　
建
築
物
災
害
統
計
調
査
は
、
災
害
報
告
に
係
る
建
築
物
に
つ
い
て
行
う
。

（
滅
失
調
査
の
時
期
）

第
十
九
条
　
建
築
物
除
却
統
計
調
査
は
、
除
却
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
、
建
築
物
災
害
統
計
調
査
は
、
災
害
報
告

を
受
け
た
と
き
に
行
う
。

（
滅
失
調
査
の
調
査
事
項
）

第
二
十
条
　
滅
失
調
査
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
建
築
物
除
却
統
計
調
査

（一）
　
除
却
予
定
期
日

（二）
　
除
却
場
所

（三）
　
構
造

（四）
　
建
築
物
の
用
途

（五）
　
住
宅
の
戸
数

（六）
　
建
築
物
の
数

（七）
　
建
築
物
の
床
面
積
の
合
計

（八）
　
建
築
物
の
評
価
額

（九）
　
除
却
原
因

二
　
建
築
物
災
害
統
計
調
査

（一）
　
被
災
市
区
町
村
名

（二）
　
災
害
種
別
（
火
災
、
震
災
、
風
水
災
、
そ
の
他
の
別
）

（三）
　
被
害
区
分
（
全
焼
、
全
壊
、
全
流
失
、
半
焼
、
半
壊
、
半
流
失
の
別
）

（四）
　
建
築
物
の
数

（五）
　
住
宅
の
戸
数

（六）
　
床
面
積
の
合
計

（七）
　
構
造

（八）
　
建
築
物
の
用
途

（九）
　
火
災
件
数
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（十）
　
建
築
物
の
損
害
見
積
額

（
滅
失
調
査
に
係
る
調
査
票
の
作
成
及
び
送
付
）

第
二
十
一
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
除
却
の
届
出
及
び
災
害
報
告
に
基
づ
い
て
、
毎
月
分
に
つ
い
て
左
の
各
号
の
調

査
票
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次

項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
翌
月
十
三
日
ま
で

に
到
達
す
る
よ
う
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
別
記
第
四
号
様
式
の
建
築
物
除
却
統
計
調
査
票

二
　
別
記
第
五
号
様
式
の
建
築
物
災
害
統
計
調
査
票

２
　
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
調
査
票
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
二
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
七
条
第
二
項
の
災
害
補
正
報
告
に
基
づ
い
て
、
当
該
報
告
を
受
け
た
月
毎

月
分
に
つ
い
て
別
記
第
五
号
様
式
の
建
築
物
災
害
統
計
調
査
票
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ

れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
、
次
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
作
成
し
、
「
災
害
補
正
」
と
明
記
し
て
、
こ
れ
を
翌
々
月
十
日
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
国
土
交
通
大
臣

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
調
査
票
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
滅
失
調
査
に
係
る
結
果
の
公
表
）

第
二
十
三
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
十
一
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受
け
た
調
査
票
に
基
づ
い
て
、

毎
月
分
に
つ
い
て
全
国
の
集
計
を
翌
月
末
日
ま
で
に
行
い
、
そ
の
集
計
結
果
を
、
翌
々
月
末
日
ま
で
に
、
建
築
物

の
滅
失
及
び
損
壊
に
関
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
作
成
す
る
月
報
に
掲
載
し
て
公
表
す
る
。

第
二
十
四
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受
け
た
調
査
票
に
基
づ

い
て
、
毎
年
、
年
次
建
築
動
態
統
計
表
を
作
成
し
て
翌
年
九
月
末
日
ま
で
に
公
表
す
る
。

（
滅
失
調
査
に
係
る
関
係
書
類
等
の
保
存
）

第
二
十
五
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
七
条
の
報
告
書
を
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受
け
た
調
査
票
、
第
二

十
三
条
に
規
定
す
る
集
計
結
果
並
び
に
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
年
次
建
築
動
態
統
計
表
（
こ
の
条
に
お
い
て

「
関
係
書
類
」
と
総
称
す
る
。
）
を
、
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
関
係
書
類
が
電
磁
的
記
録

で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
永
年
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
八
号
）
は
廃
止
す
る
。

３
　
第
九
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
日
が
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合

に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

定
め
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
十
三
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
四
年
六
月
三
十
日
」
と
す
る
。

４
　
第
九
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
日
が
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
場

合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

に
定
め
る
日
以
後
四
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
四
年
六
月
三
十
日
」
と
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
八
月
一
〇
日
建
設
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
五
月
一
〇
日
建
設
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
三
月
三
〇
日
建
設
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
三
月
二
九
日
建
設
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
一
二
月
二
三
日
建
設
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
一
月
一
四
日
建
設
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
一
二
月
二
八
日
建
設
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
二
月
一
七
日
建
設
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
三
月
三
一
日
建
設
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
七
日
建
設
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
八
日
建
設
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
三
月
一
日
建
設
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
三
月
三
日
建
設
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
四
月
一
日
建
設
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
七
日
建
設
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
二
三
日
建
設
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
建
設
業
法
施
行
規
則
、
建
築
士
法
施
行
規
則
、
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
、
建
設

機
械
抵
当
法
施
行
規
則
、
河
川
法
施
行
規
則
、
道
の
区
域
内
の
建
設
大
臣
が
管
理
す
る
河
川
に
係
る
流
水
占
用
料

等
に
関
す
る
省
令
、
都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
、
浄
化
槽
設
備
士
に
関
す
る
省
令
、
浄
化
槽
工
事
業
に
係
る
登
録

等
に
関
す
る
省
令
、
浄
化
槽
の
型
式
の
認
定
に
関
す
る
省
令
及
び
建
設
省
関
係
研
究
交
流
促
進
法
施
行
規
則
に
規

定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
は
、
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
四
月
二
六
日
建
設
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
五
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
七
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
附
則
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
法

の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
別
記
第
一
号
様
式
は
、
平
成
十
三
年
四
月
三
十

日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
一
日
建
設
省
令
第
四
五
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

3



１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
五
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
七
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式

は
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
別
記
第
一
号
様
式
は
、
平
成
二
十
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
統
計
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
の
様
式
に
よ
り

使
用
さ
れ
て
い
る
調
査
票
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の

と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
五
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
四
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
つ
い
て
こ
の
省
令
の
施
行
後
行
う
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
第
三
条
第
三
号
の

調
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
の
規
定
（
第
十
二
条
及
び
第
二
十
四

条
を
除
く
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
　
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
建
築
の
工
事
が
完
了
し
た
建
築
物

二
　
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
建
築
の
工
事
が
中
止
さ
れ
た
建
築
物

三
　
着
手
予
定
期
日
が
令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
当
該
着
手
予
定
期
日
か
ら

一
年
を
経
過
し
て
も
建
築
の
工
事
が
着
手
さ
れ
な
か
っ
た
も
の

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

 

第
二
号
様
式
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別
記
第
三
号
様
式
（
第
十
七
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

別記第三号様式（第十七条関係）（A4）（平15国交令13・全改、平20国交令103・令元国交令1・令2国交令48・一部改正）第三号様式建築物災害報告書（年月分）知事殿受付年月日番号年月日※市区町村長名建築基準法第15条第3項の規定により、災害による建築物の滅失又は損壊を報告します。1被災市区町村名2災害種別火災・風水災・震災その他3火災件数4被害区分全焼・全壊・全流失半焼・半壊・半流失計85建築物の数建築物7床面積の床面積の床面積の住宅の戸数建築物の数建築物の数建築物の数合計合計合計の損害建の床面積の築用合計見積額平方メ平方メ平方メ物途6構造住宅の戸数住宅の戸数住宅の戸数－トル－トル－トル（万円）棟棟棟居木造戸戸戸棟棟棟住その他戸戸戸そ木造棟棟棟の他その他棟棟棟合木造棟棟棟その他棟棟棟計計棟棟棟（注）イ、※欄は記入しないこと。ロ、2、4欄は該当文字を〇印にて囲むこと。ハ、この書は災害種別ごとに作成のこと。ニ、市の中、区のある市においては、区ごと、災害ごとに本書を作成すること。
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別
記
第
四
号
様
式
（
第
二
十
一
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

建 築 物 除 却 統 計 調 査 票
国 土 交 通 省

第四号様式

令和 年 月

3 4
除却

原因
（コード） （市区郡コード）

 ２．その他

建 築 物 の 用 途 除 却 原 因 構 造

 １． 老朽して危
建築物用途分類による番号
を記入すること  １．木 造

1 2 5 6

     険があるため

第 号
令 和 年 月 日

作  成  者

調査番号
調査期日

氏  名

7 8

一 連 番 号

建 築 物

の 用 途

建  築  物  の  評  価  額

（戸）  （平方メートル） （千円）     
建築物の数

除却予定期日

除 却 場 所
市 区 郡 内 住宅の戸数 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計都道

府県
市区郡

 ２．その他

構造

別
記
第
五
号
様
式
（
第
二
十
一
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

別記第五号様式（第二十一条関係）（A4）（平15国交令13・全改、令元国交令1・令2国交令48・一部改正）第五号様式建築物災害統計調査票年月分区調査都道市第号1被災市区町村名町番号府県郡村調査年月日期日2災害種別1火災2風水災3震災その他作成者氏名3火災件数4被害区分全焼・全壊・全流失半焼・半壊・半流失計85建築物の数建築物7床面積の床面積の床面積の住宅の戸数建築物の数建築物の数建築物の数合計合計合計の損害建の床面積の築用合計見積額平方メ平方メ平方メ物途6構造住宅の戸数住宅の戸数住宅の戸数－トル－トル－トル（万円）棟棟棟居木造戸戸戸棟棟棟住その他戸戸戸そ木造棟棟棟の他その他棟棟棟合木造棟棟棟その他棟棟棟計計棟棟棟（注）この票は災害種別ごとに作成すること。
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